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◎申込・問い合わせ先

　津久見市 企画商工課　企画班　　☎ 0972-82-4111（内線253）　FAX0972-82-9520
　〒879-2435　大分県津久見市宮本町20番15号

　ホームページhttp://www.city.tsukumi.oita.jp/30/201/000856.html

　E-mail  tsu-kishou@city.tsukumi.lg.jp

ふるさと津久見応援寄附金について
(ふるさと納税制度のご案内)

　ふるさと納税制度については、「ふるさと」や「好きな地域」に対して応援したいという納税者

の思いを活かすことができるよう、寄附した金額に応じて所得税及び住民税が控除される仕組み

になっています。

　津久見市でも「ふるさと津久見」を応援していただける方からの寄附金を募集しています。津久

見市の出身者に限らず応援を希望される方であれば、居住地を問わずどなたでもお申込みいただけます

ので、県外へお住まいの親戚や知人も含めて声かけなどＰＲにご協力をお願いします。

「ふるさと納税」の方法
１．「寄附申込書」にご記入のうえ、郵便、ファックス、電子メールでお送りください。

※「寄附申込書」については電話や電子メールでお取り寄せいただくか、市ホームページでも

ダウンロードできます。

２．「寄附申込書」の希望する払込方法（納付書払い・口座振込払い・現金書留）に添って案内文書

等送付しますので、内容をご確認のうえ納付をお願いすることになります。

３．寄附金の納付を確認次第、現金書留の場合は「寄附証明書（領収書）」を送付します。それ以外

の場合は「振込用紙の半券」が領収書になります。領収書は、確定申告の際に必要となります

ので、大切に保管してください。

※その他、現金での寄附（市役所窓口での寄附）も受け付けています。ご不明な点はお気軽に

お問い合わせください。
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